
日高村長　様 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 太枠内をご記入願います。

1．から　2．まで

番地

（ ）

上記のとおり届け出ます。

　水道使用料を指定期間内に納めないとき、その他給水条例ならびに規則に

違反した時は、その処分にしたがい異議を申し立てません。

（新設ですぐ入居しない場合は、届出人住所は現住所をお書き下さい。）
（入居されましたら、日高村役場 建設課までご連絡下さい。）

水道料金のお支払い方法
納付書払い（納付書が届きましたら納付書裏面の金融機関でお支払い下さい）
口座振替（高知県農協・ゆうちょ銀行・四国銀行・高知銀行でできます。

この用紙をお持ちになり金融機関の窓口にて手続きをお願いします。）

住所

氏名 印

電話番号

住所

氏名 印

電話番号

お 客 様 番 号

指針 口径

新

異 動 の 種 別

メーター№

　　

異 動 年 月 日

届出人

検針順

所有者

ふ り が な

納 付 書 送 付 先

所 有 者 氏 名

旧

使 用 者 氏 名

〒

　　

閉開栓日

令 和 年 月 日

給 水 装 置 の 場 所

１．新設　２．再給水　３．休止　４．廃止　５．使用者変更　６．所有者変更

令 和 年 月 日

７．住所変更　８．口径変更　９．納付書先変更　１０．納付書払いに変更

水道使用者異動届

新

電話番号

自治区名

旧

日高村

ふ り が な 電話番号

入力確認

電話番号

納付書送付先が異なる

場合お書き下さい 自治区名（　　　　　　　　　　　　　）


